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総 務 委員会

委員会付託案件の審査（３月5日、８日開催）

【付託案件】
◦かすみがうら市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の制定について
◦かすみがうら市歩崎公園ビジターセンターの設置及び管理に関する条例の制定について
◦かすみがうら市国民保護協議会条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正
　する条例の制定について
◦かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制
　定について
◦かすみがうら市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市地域活性化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制
　定について
◦平成21年度かすみがうら市一般会計補正予算（第4号）
◦平成22年度かすみがうら市一般会計予算
◦核兵器の廃絶を求める請願書

【審査内容】
Ｑ：歩崎公園ビジターセンターの設置の目的と運営方針について伺う。
Ａ：歩崎公園エリアにはいろいろな関連施設が整備されておりますので、そこの資源をうまく
　　使って観光の振興も図りたいということを考えております。また、運営ということではボ
　　ランティア団体の登録制を導入することを考えており、ボランティア団体に登録していた
　　だいた中で、ともにこのエリアの自然保護や、ビジターセンターを使った活動をしていただ
　　くという内容でございます。また、歴史文化に関する資料や観光物産、地域資源、水産加工
　　品等に関する資料の展示を考えております。さらには、イベントの開催ということで、ビジ
　　ターセンター主催のイベントをいくつか考えていきたいと思っております。
Ｑ：環境保全監視員とは、どのような業務を行うのか。
Ａ：市内でも不法投棄が大変多くなっております関係で、その点を特に強化しなくてはならな
　　いということがありまして、１名選任する予定です。権限については、監視活動、調査・指
　　導・監督、その他環境保全課長が指示する事項ということになっており、立ち入りまででき
　　るという権限もあります。
Ｑ：平成22年度予算における住居表示費について、どういう内容で住居表示の整備を行ってい
　　く計画なのか。
Ａ：千代田地区で既に一部市街化区域におきましては住居表示の整備をしておりますが、それ
　　以外の隣接しているところではまだ整備されていない状況です。今後は、さらに旧霞ヶ浦
　　地区の一部を含めた市街化区域の整備を考えております。

閉会中に行われた委員会（4月30日開催）

【調査項目】
◦非核平和都市宣言について
◦コミュニティバスの運行見直しについて
◦総務委員会の所管に関する事項について
　・千代田地区駐在所の統合について　・土浦石岡地方広域市町村圏協議会について
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文教厚生委員会

委員会付託案件の審査（3月5日、8日開催）

【付託案件】
◦かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市多目的会館設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定について
◦平成21年度かすみがうら市一般会計補正予算（第4号）
◦平成21年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）
◦平成21年度かすみがうら市老人保健特別会計補正予算（第2号）
◦平成21年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）
◦平成22年度かすみがうら市一般会計予算
◦平成22年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算
◦平成22年度かすみがうら市老人保健特別会計予算
◦平成22年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算
◦平成22年度かすみがうら市介護保険特別会計予算

【審査内容】
Ｑ：耐震補強工事が繰越明許になっているが、状況を伺う。
Ａ：下稲吉東小学校屋内運動場、下稲吉中学校校舎の耐震補強実施設計は、平成21年11月に契
　　約し、６月から来年２月まで補強工事を実施する予定です。
Ｑ：高齢者対策事業の中の、ヘルストロンの設置してある場所と台数と高齢者サービス対策事
　　業の中の福祉タクシーの利用状況は。
Ａ：ヘルストロンにつきましては、安食地区公民館、農村環境改善センター、働く女性の家、
　　に設置しております。福祉タクシーにつきましては、2月末現在で延べ240名が利用してお
　　ります。
Ｑ：保育所にいる子どもたちの中で、市外に住所がある方は何人で、かすみがうら市民の方で、
　　ほかの保育所にお世話になっている方は何人ぐらいおりますか。
Ａ：市外からの受け入れは30人で、市内に住所がある方の委託は50人程度です。

閉会中に行われた委員会（4月13日開催）

【調査項目】
◦教育施設、文化施設、体育施設および福祉・保健施設に関する事項
◦下稲吉小学校施設整備基本計画について
【現地調査】
◦志筑小学校新築校舎建設現場

▲新築校舎の進捗状況について説明をうける▲志筑小学校新築校舎の現地調査
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委員会付託案件の審査（3月5日、8日、9日開催）

【付託案件】
◦かすみがうら市公害防止条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
◦かすみがうら市自動車駐車場の設置及び管理に関する条例及びかすみがうら市自転車駐車場
　の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
◦平成21年度かすみがうら市一般会計補正予算（第4号）
◦平成21年度かすみがうら市下水道事業特別会計補正予算（第3号）
◦平成21年度かすみがうら市水道事業会計補正予算（第2号）
◦平成22年度かすみがうら市一般会計予算
◦平成22年度かすみがうら市下水道事業特別会計予算
◦平成22年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計予算
◦平成22年度かすみがうら市水道事業会計予算
◦市道路線の認定について

【審査内容】
Ｑ：かすみがうら市道路占用料で、近隣市町村と県内市町村との比較について伺う。
Ａ：この占用料については、国で決定しております。国で制定しているのは、東京23区と人口50
　　万人以上の市、それ以外の市と町村との３段階に分かれております。全国的に同じような
　　内容で制定されることになると考えております。
Ｑ：自転車駐車場で17時15分までとあるが、それ以降になったら自転車を取り出すことはでき
　　なくなるのか。
Ａ：６時から９時までと、18時から21時までをシルバー人材センターに委託しておりますので、
　　そちらで対応できるようになっております。
Ｑ：自動車駐車場の利用状況について伺う。
Ａ：変動もありますが、ほぼ38台中30数台ということで、月によって出入りはありますが、ほぼ
　　良好の状態です。駐輪場におきましては、去年の４月の段階で一般の方は2,200円、学生の
　　方は1,900円に料金改定をしましたが、伸び悩んでいる状況です。

閉会中に行われた委員会（4月21日開催）

【審査項目】
請願第７号　請願書「八ッ場ダム中止問題について」
請願第８号　請願書「八ッ場ダム中止問題について」

【協議事項】
◦下水道整備について　　　　　　　　　◦環境衛生及び公害に関する事項
◦下水道施設の維持管理について　　　　◦観光の振興に関する事項
◦水道事業業務・工務に関する事項　　　◦農林水産業の振興に関する事項

産業建設委員会
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